
高齢運転者対策の推進

＜ 現 行 制 度 ＞

７５歳以上の者

認知機能検査結果が

第３分類
（認知機能に心配がない）

認知機能検査結果が

第２分類
（認知機能が少し低下している）

認知機能検査結果が

第１分類
（認知機能が低下している）

改正後

認知機能の現状をタイムリーに把握する制度は存在せず

（３年ごとに更新時の認知機能検査を受けるのみ）
一定の違反があった場合に

限って臨時適性検査を行う

【臨時認知機能検査・臨時高齢者講習制度の導入】
○ 認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為をした場合、臨時認知機

能検査を受検します。（認知機能検査を受ける必要がない場合を除く。）

○ その結果、一定の基準に該当した場合には臨時高齢者講習を受講します。

○ 臨時認知機能検査を受けない場合等には、一定の基準に従い運転免許の取消し等

を行います。

【臨時適性検査制度の見直し】

一定の違反行為を行うことを待たずに、臨時適性検査を行い、又

は一定の要件を満たす医師の診断書を提出を命ずるものとします。

○ このほか、運転免許証の更新に際して行われる高齢者講習について見直しを行い、70歳

以上75歳未満の高齢運転者及び75歳以上の高齢運転者のうち認知機能に心配ない者に対

するものについて、講習時間を短縮します。

臨時認知機能検査・臨時高齢者講習制度の導入
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